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1 　障害者基本法と「自立への努力」

　 1993（平成 5）年 12 月 3 日，障害者問題に
とって重要な法律が公布された．障害者基本法
である．議員立法によって全会一致で決定され
たこの法律は，その第 1条（目的）に次のこと
をうたっている．
　「この法律は，障害者のための施策に関し，
基本的理念を定め，国及び，地方公共団体等の
責務を明らかにするとともに，障害者のための
施策の基本となる事項を定めること等により，
障害者のための施策を総合的かつ計画的に推進
し，もって障害者の自立と社会，経済，文化そ
の他あらゆる分野の活動の参加を促進すること
を目的とする．」
　障害者基本法は 1970 年に制定された心身障
害者対策基本法を 23 年ぶりに改正したもので
あるが，旧法の第 1 条（目的）は次のようで
あった．
　「この法律は，心身障害者対策に関する国，
地方公共団体等の責務を明らかにするととも

に，心身障害の発生の予防に関する施策及び医
療，訓練，保護，教育，雇用の促進，年金の支
給等の心身障害者の福祉に関する施策の基本と
なる事項を定め，もって心身障害者対策の総合
的推進を図ることを目的とする．」
　ここで注意したいのは，旧法にはその目的と
して明確に規定されていない障害者の自立と社
会参加の促進が新法では明確に位置づけられた
ことである．その背景として，旧法から新法へ
の 20 年あまりの間に，国連での「障害者の権
利宣言」（ 1975 年）採択とそれを記念して設け
られた国際障害者年（ 1981 年），それに続く国
連・障害者の 10 年（ 1983 ～ 92 年）の実施，
およびそれらと呼応して進められてきたわが国
の障害者運動の高まりがあったことは容易に想
起できるであろう．よく知られているように，
国際障害者年の基本テーマは「完全参加と平
等」であったし，「障害者の権利宣言」では，
その第 5項に「障害者は，可能な限り自立させ
るよう構成された施策を受ける資格がある」と
明記されている．
　このことからうかがい知ることができるの
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は，障害者の自立問題は，わが国の障害者問題
におけるもっとも重要な課題のひとつとなって
きており，それはとりわけ 1970 年代以降，よ
り明確な位置づけがされるようになってきたと
いうことである．
　しかし，もちろん，障害者の自立問題は新し
い課題なのではない．じゅうらいからわが国の
障害者関係法のほとんどに「自立の促進」がう
たわれてきたし，当然，心身障害者対策基本法
においてもそうであった．この旧法の第 6条に
は次のことが明記されていた．
　「①心身障害者は，その有する能力を活用す
ることにより，進んで社会経済活動に参与する
ように努めなければならない．②心身障害者の
家庭にあっては，心身障害者の自立の促進に努
めなければならない」
　この条文のタイトルは「自立への努力」であ
る．
　そして，新法においてもこの規定はそのまま
踏襲されている．障害者基本法の第 6 条は，
「①障害者は，その有する能力を活用すること
により，進んで社会経済活動に参加するよう努
めなければならない．②障害者の家庭にあって
は，障害者の自立の促進に努めなければならな
い」である．全 4章 30 条からなるこの法律の
中で第 1章総則の中に位置づけられたものであ
り，ちなみに第 1条は「目的」，第 2条は（障
害者の）「定義」，第 3条は「基本的理念」，第
4条は「国及び地方公共団体の責務」，第 5条
は「国民の責務」となっている．旧法からの変
化は「心身障害者」を「障害者」，「参与」を
「参加」とおきかえただけで，内容的に変更は
ない．つまり，わが国の法において「自立への
努力」は障害者と家族のもっとも基本的な“義
務”としてこれまでも位置づけられてきたし現
在においてもそうであるといえる．

2 　�「自立の時代」と自立についての 2つの立場

（１）「自立の時代」

　今日，自立が問題になっているのは障害者だ
けではない．
　一つひとつについて紹介する手間を省くため
に河野勝行氏の論文を借りると，「女性の自立
をはじめ，青年，老人，部落解放運動，さらに
生活保護受給者の立場にたって研究をすすめて
いる公的扶助研究会などにおいても，それぞれ
の人々の自立が論じられている」⑴．
　大泉溥氏は 1980 年代の展開も含めて，これ
に学校教育，児童養護の分野，在日朝鮮人問題
など在日外国人問題の分野をつけ加えてい
る⑵．もっと広げると，「住民の自立」⑶「教師
の自立」⑷，子育ての問題に関して「親の自立・
子の自立」⑸などという表現もなされ，国民全
体について自立が問題にされているといっても
過言でない状況がある．河野氏のいうように，
「まことに，『現代は自立の時代』なのである．
歴史上，これほど広い範囲で自立が問われたこ
とはない」⑴．当然のことながら，「自立」をタ
イトルに掲げた著書も多数出版されている⑹．

（ 2）�自立についての 2つの立場　その 1─義

務としての自立

　このように，「自立の時代」にあって，多く
の人によって自立が語られているのであるが，
注意深く見ると，同じ「自立」ということばを
使っていながら異なるニュアンスが感じられ
る．同じことばが使われているからには共通し
た意味が含まれていることは疑いないが，大別
して 2つの，ある面では対立的な立場があると
いってよい．
　第 1の立場は，近年「自助・自立」などと対
にして使われることの多い「自立」である．そ
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れは，単純化していえば，他人に頼らないで自
分で処することであり，特に「自助・自立」と
いう場合には社会福祉などの制度にも頼らない
ことを意味していることが多い．それは，自立
が問題にされている人にとっては「義務として
の自立」であるといってもよいであろう．
　それに対して，第 2の立場は，自立が問題に
されている人々自身から要求として出されてい
る「自立」である．障害者や高齢者や女性など
から「親や家族から独立して自立したい」「男
性への依存から脱却して自立したい」などとい
う要求やねがいが出されているが，それは，第
1 の立場と根本的に対立するものを含んでい
る．というのは，自立のために援助や制度的充
実を求めるからである．「自立生活を送れるよ
うに介助者をつけてほしい」「女性の自立のた
めに雇用機会の差別をなくしてほしい，育児休
暇をふやしてほしい」などというように．その
ように見るならば，これは「権利としての自
立」と呼ぶことができるであろう．
　第 1の立場での「自立」は，わが国の伝統的
な自立観であるといってもよいかもしれない．
代表的な国語辞典のひとつである広辞苑による
と，自立とは，「人の力をかりないで自分の力
で立つこと．ひとりだち」（第 3版），「他の援
助や支配を受けず自分の力で身を立てること．
ひとりだち」（第 4版）であるとされている．
それは，今日における常識的な自立の見方であ
るといってよいであろう．このような自立のと
らえ方は，折出健二氏によると，明治政府以来
の富国強兵政策のもとでつくられた立身出世思
想にさかのぼるという．ここでいう立身とは
「国家の繁栄に役立つ一人前の人材となり世に
出てその力を国家のために発揮すべきこと（滅
私奉公）」を意味する．そして氏によると「立
身出世こそりっぱな独りだちだという発想が国
民に浸透し，敗戦後の人びとの生活のなかにも

その観念は生きつづけている」⑺．
　しかし，とりわけ 1980 年代になって耳にす
ることが多くなった「自助・自立」は，そうし
た伝統的な自立観を背景にしつつも，より意図
的な，国民に対するイデオロギー攻撃ともいう
べき性格をもっているという指摘がなされてい
る．河野氏によると「政府・財界の強行する臨
調・行革路線や『日本型福祉社会』の構想でも
また，『自助・自立』のスローガンを軍備拡
大・福祉切り捨ての隠れ蓑に使っている」⑴と
いうのである．
　福田静夫氏はこの間の情勢を次のように分析
している．
　「 70 ～ 80 年代へかけて資本主義諸国を相次
いで襲ったオイル・ショックと『高度経済成
長』の挫折によって，一連の『福祉国家』・『社
会国家』が危機におちいり，そこからレーガニ
ズム・サッチャーリズムが資本主義諸国の政治
的な流れを先導して，核軍拡と福祉切り捨てに
よる露骨な資本主義強化の路線を追求するとい
う事態も生まれてきた」「わが国の……社会保
障・社会福祉の現状はどうであったのか．かつ
て 1973 年，政府は，60 年代に前進した朝日訴
訟・堀木訴訟などの固有の社会保障に関わる運
動や，経済の『高度成長』のなかで問題化して
きた各種の公害訴訟，さらには革新諸自治体の
福祉の成果などに突き上げられた結果であった
とはいえ，ともあれこの年を『福祉元年』と自
賛する一定の政策を採用してみせた．だが，そ
の年にオイル・ショックが襲うと，政府はたち
まちレーガニズム・サッチャーリズムに追随
し，国際的に『福祉国家』ないしは『社会国
家』の危機が論じられる状況を最大限に利用し
て，大企業の利益擁護，社会保障・社会福祉の
公的責任の国民への転嫁をいっそう露骨に押し
進める方針に転じた．そしてアメリカの防衛政
策に対しては協力と援助を惜しまず，防衛費を
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一貫して増大させ続けていく一方では，いわゆ
る『臨調行革』の名のもとに，ようやく緒につ
いたばかりのわが国の福祉に対する仮借のない
『切り捨て』政策を強行していく」⑻．
　そのような政策展開の中で，「戦後の総決算
路線」における福祉イデオロギーとして「自
助・自立」が叫ばれてきたというわけである．
河合幸尾氏はこのような事情を次のように述べ
ている．
　「わが国の社会福祉実定法には全て『自立』
に関連した規定があるのだが，現実の行政のも
とではそれは行政側のイデオロギーとしてきわ
めて歪められ，転倒した解釈によって運営され
ている．例をあげるまでもなく生活保護行政で
は，保護を廃止することが『自立』であった
り，児童福祉行政では母子寮から転出すること
が『自立』であったりする．社会福祉の行政に
あっては，諸施策を受けなくなることが『自
立』を意味することが多いのである．それだけ
ではない．今日の社会福祉行政は，精神的自立
という点でも転倒している．例えばそれは，社
会福祉サービスを充実することが堕民を養成す
ることとなるとする古典的『堕民養成論』や自
ら生きる意欲を失わせることになるとする『意
欲喪失論』であったりする．社会福祉の充実は
精神的自立にとっても障害になるとする論であ
る」⑼．
　このようにして，一方では，主として政府筋
などから意図的に展開されている第１の立場に
立つ自立論に立って「自立の時代」がいわば
「つくられている」のである．
　杉本豊和氏によると，わが国の障害者福祉行
政における「障害者の自立観」の変遷を見ると
3 つの段階に分けられるという．第 1 の段階
は，身体障害者福祉法制定からその一部改正ま
で（ 1949 ～ 54 年）で，職業的更生（経済的自
立）としての自立観であり，第２の段階はそれ

以後国際障害者年まで（ 1954 ～ 80 年頃）で，
身辺自立（ADLの自立）も自立の一形態とし
て見る段階であり，第 3の段階がそれ以後であ
り，「ノーマライゼーション」思想の導入など
によって障害者が地域であたりまえに生活でき
る社会をめざす中で，さまざまな自立のあり方
が問われるようになってきたという⑽．確かに
政府の諮問機関などにおいてそのような答申や
意見具申がなされてきているのは事実である．
しかし，現実の法の文言や，政府の実際の施策
を見るならばそう単純には見てとれず，次節に
見る動向と絡んで新しい展開をしているように
見えて，ここであげた伝統的自立観は脈々と生
き続けていると見るべきではないだろうか．

（ 3）�自立についての 2つの立場　その 2─権

利としての自立

　他方，第 2の立場の自立は，一面ではこのよ
うな社会的背景ときり結びつつ，また他面では
独立した背景をもって登場してきている．
　一般に，自立を問題にされている人々は，
「社会的弱者」である．河野氏によると「（自立
が問題にされている人々は）それぞれの人々が
これまで多かれ少なかれその人格の独立性を否
定され，権利を奪われてきた」⑴ことに共通性
がある．それらの人々が自らの自立を要求して
きている背景には，ひとつには国際的な権利保
障運動の前進がある．この動きを国連の場合に
ついてごく大まかに見ると，世界人権宣言
（ 1948 年）を基盤に，国際人権規約（ 1966
年）が採択され，その後 1970 年代に入ると相
次いで国際行動年が設定される．ここでの課題
にそくして主なものを見ると，国際児童年
（ 1971 年），国際婦人年（ 1975 年），国際障害
者年（ 1981 年）などであり，また高齢者のた
めの国際行動計画（ 1982 年）もつくられる．
このような国際年がわが国においても関係者の
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権利保障運動の発展の契機となって，その当事
者である女性，障害者，高齢者などの新しい人
間宣言がなされてきていることは確認される必
要があろう．
　また，わが国における特徴としては，戦後の
民主主義が一定の定着をしてきて，とりわけ
「高度成長」期がもたらしたいくつかのことが
契機となって，今日の「権利としての自立」へ
の声を大きなうねりにしてきていると考えられ
る．「高度成長」が共同体の崩壊，社会構造の
変化によって家庭・地域の教育力・福祉力の低
下，危機をもたらし，権利保障連動を発展させ
てきたことはそのひとつである．たとえば障害
者運動を例にとると，家族・親族のみではとう
てい障害児者の福祉を担うことができない状況
のもとで 1960 年代後半以降，権利保障運動と
しての性格を明確なものとして発展し，その中
で人権への意識を高くもった障害者を生み出し
てきたのである．そして同時に，「高度成長」
期は，第２次大戦後においても実質的に払拭さ
れていなかった家族制度などの半封建的なもの
を崩壊させ，職業選択，居住地の自由，「両性
の合意に基づく」結婚とその夫婦を中心とした
家庭などが実質化し，個人の人格の独立性が認
められる思想的基盤が確立し，総じていえばい
わゆる市民権が多くの国民にとってやっと自分
のものとなって，「真の戦後」をつくり出して
きた事情をあげる必要があろう⑾．つまり，わ
が国は自由と民主主義を基調とする市民社会の
確立において先進国に大きな遅れをとってきた
（たとえば婦人参政権が認められてまだ 50 年余
を経過したにすぎない）が，戦後の民主主義が
1960 年代以降の社会の展開の中でようやく国
民の意識として定着してきたことが，社会的弱
者といわれる人々の「個人としての人格の独立
性」を主張させることになってきたと考えるこ
とができるのである．

　このように，今日障害者をはじめ，自立が問
題にされている人々が民主主義的，市民的権利
の実質化を要求し，そのための条件を整えてい
くことを求めてきているのである．いわば，自
由と民主主義の思想の発展の中で自立が大きな
関心事となり，「自立の時代」をつくり出して
いるのである．
　障害者の「権利としての自立」の場合も，基
本的にはそうした背景をもとに，発展してき
た．国連の国際障害者年を中心とした活動につ
いては先に若干ふれたが，そのような国際的活
動の基調となり思想的支柱となったのが「ノー
マライゼーション」であることはよく知られて
いる．1950 年代にデンマークで生まれたノー
マライゼーションの思想は，今日，それ自体の
発展を遂げつつ全世界的なものとなり，わが国
においても高齢者問題など障害者の分野を越え
て行政の施策の基調にも盛り込まれ，運動の武
器ともなっている．たとえば，国連の国際障害
者年行動計画は障害者を次のようにとらえてい
る．
　「社会は，すべての人々のニーズに適切に，
最善に対応するためには今なお学ばねばならな
いのである．社会は，一般的な物理的環境，社
会保健事業，教育，労働の機会，それからス
ポーツをふくむ文化的，社会的生活全体が障害
者にとって利用しやすいように整える義務を
負っているのである．これは，たんに障害者の
みならず，社会全体にとっても利益となるもの
である．ある社会がその構成員のいくらかを閉
め出すような場合，それは弱くもろい社会なの
である．障害者は，その社会の他の者と異なっ
たニーズをもつ特別な集団と考えられるべきで
なく，その通常の人間的なニーズを充すのに特
別の困難をもつ普通の市民と考えられるべきな
のである」（国連総会決議「国際障害者年行動
計画」第 63 項，1980 年）．
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　自立は障害者の要求である．ノーマライゼー
ションの思想を具現化したこのような障害者観
は，障害者の「権利としての自立」の武器とな
るものである．そしてこの思想に影響されなが
ら障害者の自立生活を実際に展開することを通
して「権利としての自立」を推進したのが，
1960 年代のアメリカ，カリフォルニア・バーク
レーに発する「自立生活（IL�Independent�Liv-
ing）」運動である．大泉氏はこの運動がわが国
に多大な影響を与えることになった経過をまと
めているが，施設福祉から地域福祉への政策転
換をはかろうとしていた行政（筆者から見る
と，それは施設福祉を後退させ，ある面では「放
棄」したという面も見逃せないと考えるが）⑿

のよって立つ理念として，また，わが国でよう
やく権利保障運動として展開してきた障害者運
動の成果の一側面として展開されてきた海外旅
行にチャレンジする障害者などによる国際交流
の結果として，IL 運動と自己決定，自己選択
権を基調とする思想は障害者自身の「権利とし
ての自立」の発展に寄与したといえるであろ
う．
　それと共に，障害者の「権利としての自立」
を推進してきた武器として，ノーマライゼー
ションの思想とほぼ同時期に提起され，実践
的・理論的蓄積をもってきている発達保障の思
想と理論の影響を見逃すわけにはいかない．
1960 年にわが国の障害児施設において提起さ
れ，全国障害者問題研究会などの中で受け継が
れ，深められつつあるこの思想は，その成立に
おいてはノーマライゼーションの思想との間に
独自性をもつものであったが，共に障害者を同
じ人間であるという復権の思想を展開したとい
う点で基本的に共通したものである．全国障害
者問題研究会の機関誌『みんなのねがい』で
は，1980 年代はじめから，特に 1980 年代後半
以降は毎年のように権利保障の立場から障害者

の自立を特集している．
　これまで，今日のわが国における自立に関す
る論調を，大別して，「義務としての自立」，
「権利としての自立」という分け方をしてき
た．しかし，本来的に自立は義務なのだろう
か，権利なのだろうか．権利というものが天か
ら授かったものではなく，多くの人の汗と血に
よってかちとられてきたものであることを知る
ものにとっては，「どちらか」論は愚問である
というべきかもしれない．
　けれども，見ておきたいことは，冒頭で見た
障害者基本法の規定は，自立を障害者，家族の
義務・責任としてとらえていると見られること
である．この法律は障害者に関する国際的動向
をふまえて提起されていることは明らかであ
る．しかし，たとえば障害者の権利宣言第５項
をもう一度振り返ってみたい．そこでの規定は
「障害者は，可能な限り自立（self – reliant）さ
せるよう構成された施策を受ける資格がある」
であった．これは明確に権利としての規定であ
る．小川政亮氏は，これを「自立援助請求権」
といい得るだろうと述べている⒀．
　このことをどう受けとめたらよいであろう
か．これらの吟味をするためには，訳語の検討
や法律論そのものの検討が必要になるので，こ
こでは深入りはさけるが，私たちが自立を問題
にするとき，どのような立場に立つかが求めら
れるのではなかろうか．
　この点で注意を要するのは，伝統的自立観は
すでに廃れて，新しい自立理念が定着しつつあ
るという論についてである．たとえば定藤丈弘
氏は，アメリカの IL 運動が提起した「自己決
定権の行使が自立である」とする自立観，すな
わち「自らの人生や生活のあり方を自らの責任
において決定し，また自らが望む生活目標や生
活様式を選択して生きる行為を自立とする考え
方であり，これは端的には，一回限りの自らの
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人生を障害者自らが主役となって生きること，
すなわち生活主体者として生きる行為を自立生
活とする理念」が社会的支持を得るに至ってい
ると述べている⒁．
　また，岡田武世氏はわが国の社会福祉行政に
おける自立概念の変遷について仲村優一氏の論
文を取り上げ，次のように述べている．
　「わが国社会福祉行政における自立観の展開
をその大略においてたどれば，少し前まで，本
質的には公費による『救済』を惰民養成につな
がるものとみて，自分で働いて生計をたて，そ
のような『救済』を受けないことを『自立』と
する考え方が支配的であったが，国際障害者年
を機に漸く『自己実現に向けて主体的に生きる
こと』といった新しい自立概念が提示されるに
至ったものの，社会福祉の制度自体は未だその
ような自立を保障するものとはなっていないと
いうことになろう」⒂．
　定藤氏や岡田氏の論点は，後述する点とも関
わって，自立についての重要な提起を含んだも
のである．しかし，冒頭でもふれたように，国
際障害者年をはじめとする国際的動向をふまえ
て提起され成立したはずの障害者基本法自体が
伝統的な自立観に基づいたものであることは明
確にしておかなければならない．
　また，1995 年 12 月に国の障害者対策推進本
部が発表した「障害者プラン～ノーマライゼー
ション７カ年戦略」においては，基本的考え方
として「国においては，ライフステージの全て
の段階において全人間的復権を目指すリハビリ
テーションの理念と，障害者が障害のないもの
と同等に生活し，活動する社会を目指すノーマ
ライゼーションの理念の下，『障害者対策に関
する新長期計画』を策定し，その推進に努めて
いる」と述べつつ，①地域で共に生活するため
に，②社会的自立を促進するために，③バリア
フリー化を促進するために，④生活の質

（QOL）の向上を目指して，⑤安全な暮らしを
確保するために，⑥心のバリアを取り除くため
に，⑦我が国にふさわしい国際協力・国際交流
を，という 7つの課題を 1996 年から７カ年計
画で推進するとしている．この中における「社
会的自立を促進する」ための課題としてあげら
れているのは，①障害のある子供達に対する教
育の充実，②教育相談体制・研修の充実，③後
期中等教育段階における施策の充実，④法定雇
用率達成のための障害種類別雇用対策の推進，
⑤重度障害者雇用の推進，⑥職業リハビリテー
ション対策の推進の 6 点である．そのねらい
は，「障害者の社会的な自立に向けた基盤づく
りとして，障害の特性に応じたきめ細かい教育
体制を確保するとともに，教育・福祉・雇用等
各分野との連携により障害者がその適性と能力
に応じて，可能な限り雇用の場に就き，職業を
通じて社会参加することができるような施策を
展開する」ことにある．この「プラン」は，
「障害者対策に関する新長期計画」（ 1993 年）
の重点施策の実施計画であり，数値目標を設定
するなど具体的な施策目標を明記した点で注目
に値するものであるが，ここで取り上げられて
いる「自立」は，やはり伝統的な職業的自立を
指すものであるといわなければならない．要す
るに，自立をどうとらえるかの理念的，思想
的，理論的論争は，現在においても必要なもの
であることを確認する必要があると思われるの
である．
　権利か義務かの問題に若干ふれるならば，参
考に「労働」について検討してみよう．よく知
られているように日本国憲法はこれについて
「すべて国民は，勤労の権利を有し，義務を負
う」（第 27 条）とうたって，労働は国民にとっ
て権利であると共に義務であると規定してい
る．それは，権利論や法律の専門的論議を抜き
にして常識的に考えると，労働は生活の糧とな
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ることからその機会が保障される必要があると
共に，労働は社会の維持にとって不可欠である
から，社会の担い手というからには国民の義務
でもある，と解釈できることになるかもしれな
い．そして，それにならうならば，自立も国民
にとっての要求であってそれは権利として認め
られるべきであり，同時に社会の担い手とし
て，それにふさわしい人格や能力を獲得し，次
代に引き継ぐべきものを残していくことは責任
でもあるといってよいかもしれない．
　しかし，実際に障害者問題の現実と考えあわ
せるとことは明確である．障害者にとって労働
の義務を負うことができるためには，それぞれ
の人に見合った働く場が用意され，あるいは必
要な教育や訓練が施されなければならない．そ
うした条件整備を抜きにしては多くの障害者に
とって労働は現実化されない．同じようにこれ
を自立に当てはめるならば，障害者が社会の一
員として「自立への努力」の責任を果たすこと
ができるためには，そのための条件を整えてい
くことが求められるというべきであろう．これ
は結果的に「権利としての自立」を実現しなけ
ればならないことにならざるを得ない．実際，
通常の人間においても，労働の主体となるため
には，特に近代以降においては公教育などによ
る相当期間の教育や訓練を必要とすることはも
はや常識である．現代から 21 世紀に至る社会
においては，そのような教育や訓練が９年間の
いわゆる義務教育の期間のみでは不十分で，そ
れ以上の教育の期間が必要であることを多くの
人々の共通認識としつつあり，日本国憲法はそ
れらを権利として保障されるべきであることを
うたっている．このことに照らしていえば障害
者の場合は，そのハンディキャップゆえにより
ゆきとどいた，長期の教育，訓練を権利として
保障すべきであるとする意見は一般的な説得性
をもつというべきではないだろうか．

　河野氏は，「実体とは何か」という問いにデ
カルトが答えた「存在するために自己自身の他
の何者をも必要としないで存在している事物で
ある」という回答に政府などの自立観をなぞら
えて次のように述べている．
　「（政府などの自立観は）他者に頼らず自力だ
けでやれ，というのがその趣旨だからである．
しかし，他者からいっさい無関係に存在しうる
ものはない．まして社会的存在たる人間におい
ておや．障害者ではなおさらであるどころか，
よりいっそう豊かで深い社会的諸関係が必要な
のである．ともあれ上述のようなネガティヴな
形でしか表現されえない，アトム的『自立』論
はどこから見ても非現実的な謬論である」⑴．

文献
⑴河野勝行「自立と発達」『障害児教育実践体系
　第 7巻　成人期』労働旬報社，1984

⑵大泉溥『障害者福祉実践論』ミネルヴァ書房，
1989

⑶三塚武男『部落解放のまちづくり』部落問題研
究所，1988

⑷たとえば，川口幸宏編著『青年教師の自立と教
育実践』青木書店，1984

⑸たとえば，吉武輝子『自立心を育てる教育』明
治図書，1993

⑹この点では，1980 年代までのものは，前出大
泉氏の著書に整理されて紹介されているので
参照するといい．そのほか，大泉氏の著書に
紹介されていないものを 1990 年代を中心に単
行本に限ってあげるとたとえば次のようなも
のがある．

　　岩渕紀雄『自立への条件──耳の不自由な人
の福祉入門』日本放送出版協会　 1991，井谷
義則編著『人間的自立を促す障害児指導─実
践のおさえどころ』明治図書　 1990，浜野博
『ハンディキャプト──自立への 25 年』イク
オリティ　 1985，東雄司『精神障害者・自立
への道─和歌山からの報告』ミネルヴァ書房
1991，東京都精神薄弱者育成会編・大江健三
郎他『自立ということの意味』大揚社　
1993，青少年福祉センター編『強いられた「自
立」』ミネルヴァ書房　 1989，大江健三郎・川
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島みどり・正村公宏・上田敏『自立と共生を
語る─障害者・高齢者と家族・社会』三輪書
店　 1990，吉武輝子『自立心を育てる教育』
明治図書　 1993，人間発達研究所編『自立と
人格発達』全障研出版部　 1990，河野勝行
『障害児者のいのち・発達・自立─現代障害者
の諸層』文理閣　 1990，鈴木勉編『青年・成
人期障害者の自立・発達・協同』（広島女子大
学地域研究叢書Ⅷ）広島女子大学　 1992，谷
口明広・武田康晴　『自立生活は楽しく具体的
に』かもがわ出版　 1994，定藤丈弘・岡本
栄・北野誠　編『自立生活の思想と展望』ミ
ネルヴァ書房　 1993

⑺折出健二『人間的自立と教育』青木書店，1984
⑻福田静夫「転換の時代と『より善き生』──社
会福祉哲学の可能性を求めて」福田静夫・宮
田和明編『社会福祉の人間的原理』文理閣，
1990

⑼河合幸尾「現代社会福祉の対象──理論的検討
を中心に」河合幸尾・宮田和明編『社会福祉
と主体形成── 90 年代の理論的課題』法律文
化社，1991

⑽杉本豊和「青年・成人期障害者の自立と発達
──障害者自立論研究の動向と課題」『福祉研
究』69 号，1992

⑾高度成長期がもたらしたものについては，拙著
『少年期の壁をこえる── 9，10 歳の節を大切
に』新日本出版社，1987 を参照

⑿加藤直樹「障害者施設をめぐる情勢とわれわれ
の課題」『障害者問題研究』11 号，1977

⒀小川政亮「障害者の人として生きる権利の法体
系」障全協・共作連・全障研編『障害者の人
権 20 の課題』全障研出版部，1992 　

⒁定藤丈弘「障害者福祉の基本的理念としての自
立生活理念」定藤丈弘・岡本栄一・北野誠一
編『自立生活の思想と展望』ミネルヴァ書房，
1993

⒂岡田武世編著『人間発達と社会福祉』川島書
店，1996

3 　自立とはなにかをめぐって

　前節では，自立についての考え方を 2つの立
場に大別し，よって立つ立場を明確にすべきで
あることを述べた．それは，自立の概念を問題
にするというよりも，自立が今日これだけ多く

の人々の問題にされている根拠と背景，その中
にある思想をわかりやすく浮き上がらせようと
してのことであった．2 つの流れが共に 1980
年代以降大きなものとなってきていることを見
ておきたかったのである．
　このことをさらに追求しようとすると，そも
そも「自立とは何か」を曖昧にしたままではす
まされない．しかし，ことはそう簡単ではな
い．折出氏は主な教育学辞典（事典）の項目に
は「自立」は見当たらなかったという．氏のい
うように，「自立」は日常語としてさかんに用
いられてはいても，いざその概念を明らかにす
るには多様な意味をもちすぎているというべき
かもしれない．
　そこで，常識的なとらえ方を見るために一般
の辞書を検討することになるのであるが，すで
に，国語辞典のひとつについて説明を抜きにし
て紹介してきた．ここであらためていくつかの
辞典の自立概念を掲げておこう．
広辞苑（岩波書店）
　①人の力をかりないで自分の力で立つこと．
ひとりだち．②他に属せず自主の地位に立つこ
と．独立．③自ら帝王の位に立つこと．（第 1
～ 3版．第 1版　 1955，第 2版増補版　 1976，
第 3版　 1983 ）
　他の援助や支配を受けず自分の力で身を立て
ること．ひとりだち．（第 4版　 1991 ）
角川国語中辞典（角川書店，1973 ）
　①他の力によらず，自分の力で身を立てるこ
と．独り立ち．②他に属せず自主の地位に立つ
こと．独立．③自ら帝王の位に立つこと．
広辞林第 5版（三省堂，1973 ）
　①自分の力で生計を立てること．②服従の関
係を脱して自主の地位に立つこと．独立．③自
ら帝王の位に立つこと．
日本語大辞典（講談社，1989 ）
　他に従属しないでひとりだちすること．他の
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助けを借りないで自力でやっていくこと．
日本国語大事典第 11巻（小学館，1974 ）
　①他への従属から離れてひとりだちするこ
と．一本立ち．②他の力をかりることなく，ま
た他に従属することなしに存続すること．③自
ら帝王の位につくこと．
　全体として大きくはちがわないようである
が，比較的新しいものでは，たとえば，日本語
大辞典（ 1989 ）では「他に従属しないでひと
りだちすること」が先に記述されており，また
広辞苑の第 4版では「他人の支配を受け」ない
ことが自立概念の中に含められている．そこに
は，市民社会の原理としての個人の自由が含意
されていると見ることができる．広辞苑第 3版
が出版された 1983 年から第 4版刊行の 1991 年
の間に国民の意識が変化し，ことばの意味その
ものも一定の変化をしていることを読み取るこ
とができる．
　けれども，ここでのこれからの検討は，特に
前節で述べた「権利としての自立」を主張して
いる人々の間で自立概念そのものを新しいもの
に変えていこうとする動きがあり，それらの中
に障害者の自立問題を考える上でも検討に値す
るものがあるのではないかという提起である．
それらは，考えようによってはけっして新しい
ものではなく，あたりまえともいえることであ
るかもしれない．しかし，この検討は障害者の
自立を実現していく実践や運動にとって意味の
あるものであると考えるからである．

（ 1）�新しい自立概念の検討　その 1─依存的

自立

　自立は，常識的にいって，他人に依存しない
で自分のことは自分でということをその核心と
していると述べてきた．しかし，たとえば青年
の自立を問題にしている研究者の間から「依存
的自立」と表現される自立概念が提起されてい

る⑵．
　それは，一見すると矛盾した表現であるとも
受け取られかねないかもしれない．しかし，考
えてみると当然ともいえる．なぜなら，他人に
いっさい依存しない生活などは現代社会におい
てはあり得ないからである．現代に生きるとい
うことは，人と交わり，その中で依存し依存さ
れる関係をもって生きることに他ならない．他
人に依存しない生活は自立というより孤立とい
うべきである．
　このことに関わって折出健二氏は「自立論に
も二つの立場があるといえる．一つは，人と人
とのふれあい・助けあい・思いやりという交流
を創りだしつつ，各人の『生きる権利』の実現
として自立をさぐる立場．もう一つは『自分の
ことは自分で』という個人的解決を原則とし，
一人ひとりの努力や考え方しだいでものごとは
対処できるとする立場である」とし，後者が明
治以来の立身出世の考え方で，国家による「上
から」の自立の思想であり，前者は「国民が
『下から』，みずからの生活の底から，『人間ら
しく生きる権利』としての自立，したがって人
びととの友好・連帯をつねにめざしていく自立
という考えをうみだしている」⑴と述べている．
　このような考え方に立つと，自立のために必
要なことは，援助し援助される人との関係を結
ぶ力であり，ある場合には「必要なときに周囲
に援助を求める力」が必要不可欠であることに
なる．もちろん自分のことを自分で行いうるこ
とは望ましいことであるにちがいない．しかし
「餅は餅屋」といわれるように，先人たちから
受け継いだ文化遺産─ここではそれは広い意味
であり，科学や技術，芸術なども含まれる─の
すべてを自らのものとすることはどの個人に
とっても不可能である中で，しかるべき専門的
知識や技術・技能の持ち主に援助を受け，その
かわり自分もまた何らかの代価や代償を与え
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る，というような関係の中でこそ豊かな生活が
営めるのである．もっといえば，たとえば定期
的に医者にかかり健康を診断し，何かの病気が
あればその援助のもとで治療するというような
「依存」なくして社会の担い手として働くこと
などできないというべきである．
　このような自立のとらえ方は，障害者の場合
さらに切実に必要であるとはいえないであろう
か．実際，障害者の自立に関していえば，ある
意味で健常者以上に「～が自分でできる」こと
にこだわった見方が多かったとはいえないだろ
うか．
　 18 歳のとき，学校事故によって脊髄損傷の
障害者となった浜野博氏は次のように述べてい
る．
　「自立とは，文字通りに言えば誰の力も借り
ず，みずからの足で立って生きていくことであ
る．これまで言われてきた障害者の自立という
ものも，日常生活をどうにか独力でやれる者
が，自宅や施設に閉じこもって暮らすことから
脱して，自活の道を見出すという意味で受け留
められてきた．（中略）
　自立とひと口で言っても，まったく誰の手も
借りずに生きるということにこだわるなら，現
在ある授産施設や共同作業所などは，ほとんど
条件に適合しないことになる．これらはみな，
障害者の親や支援者たちのながい努力の末に，
行政の壁を破ってようやく設立に漕ぎつけたと
いうのが，共通した事情であろう．そう見てく
ると，この『自立』という言葉の意味は，もう
少し異なる角度から見るべきだと思われる．
　障害者に限らず，個々の人間がみずから生き
ていこうとするとき，他人と一切関わりを持た
ず，誰の援助も求めずに生き抜くことは，現代
社会では不可能である．なのに，障害者の場合
にだけ，人に頼らぬ自活の道を強要されるの
は，考えてみればおかしいと言える．しかし，

現実の社会では，身体健常な者に比べて幾倍も
の努力をしなければ，『人並み』の自立生活を
勝ち取れないからこそ，ことさら『自立』が強
調されるのだろうか．
　私たちのように常時介助者の手を必要として
生きる者の自立とは，他者の助力を求めなが
ら，しかし可能な限り人間らしく生きることを
めざすのである．むろん，できるだけ人を当て
にする度合いを減らしたいと思い，その努力は
それぞれにつづけているが，限界はすぐ目の前
に大きく立ちふさがっている．
　私たちは，24 時間介助者のついた自立をめ
ざしているのである．それを自立と呼べるのか
と問われれば，私たちは（少なくとも私は）
『そうだ』と答えたい．最重度の，寝たきりを
含めた障害者が生きられる世をこそ，実現させ
たいと切実に望んでいるのだ，と」⑶．
　長い引用になったが，この浜野氏の声は多く
の障害者，とりわけ重度障害者の声ではないで
あろうか．一方で「依存的自立」というべき自
立観に到達していると共に，それが今日におい
てもまだ考え方としても多くの人のものとは
なっていない現実，そしてその実現へはさらに
遠い現実を感じているのであろう．
　真田是氏は，障害者の普遍的自立概念のひと
つとして「私的依存から脱して社会的依存を広
げ強めていくこと」⑷をあげているが，これと
関わって，もっと積極的に，「他者の支援を獲
得する力」を自立の具体的内容としてあげる次
のような見方もある．
　「重度障害者が社会参加し，地域社会におい
て自立的生活を営むためには，他者に依存しな
い独力での生活範域を少しでも広げることも必
要であるが，状況においては他者に積極的に依
存し，他者からの援助を獲得する力を自らの生
活規範の一つとして位置づけていくことも必要
不可欠となる．今日の生活環境は重度障害者が
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自力で生活するにはあまりに多くの障害物を
伴っているのである．自立とは他に依存しない
独力行為の代名詞ではけっしてなく，時には他
に進んで依存し，積極的に他者から助けを受け
る行為を含む概念でもあるのである」⑸．
　筆者の知人，Ｍさんの例を紹介しよう．軽い
知的障害をもつＭさんはとてもしっかりやであ
る．彼女は，約 20 年前，26 歳のときに見合い
で結婚したのであるが，結婚が決まったとき仲
人に「算盤を教えてほしい」と頼んだそうであ
る．彼女のいうには，私は学校に４年間しか通
わず，あとは施設で暮らしてきた．4年間の学
校生活も「お客さん」の状態だった．だから計
算ができない．しかし，結婚したらお金の計算
ぐらいできないとダメだから，だから算盤をな
らいたい，というのである．しかし，それは実
現しなかった．算盤をあやつるためには計算す
る力が必要だから．しかし，自分の今後の生活
を展望し，自分のなすべきことを知り，そのた
めに必要な努力を払おうとする，そういうすて
きな彼女である．
　そのＭさんと数年前に街で偶然出会って，昼
食を一緒に食べながら話したときのことであ
る．彼女に暮らしぶりをたずねると，苦しいと
いう．彼女の夫は，他府県の人でもあるいは
知っている有名な会社に勤めているのだが，彼
自身も知的障害者であり，いわゆる正職員には
してもらえず，給料も低いのである．だから彼
女もパートで豆腐屋に勤めているがそれでも楽
ではないという．それを聞いて，私はいじわる
な質問をしてみた．「どう，お金の計算はでき
るようになった？」と．すると彼女は手を横に
ふって，「ダメ，ダメ」と答える．そこでまた
いじわるに「でもそれではやっていけないん
じゃない？」と聞くと，その答えはふるってい
た．「うん，だからね，どうしても必要なもの
以外は買わないようにしているの」．私は，内

心，なるほど，計算はできなくとも倹約はでき
るのだな，と感心したが，口にはさらに追い打
ちをかけるような質問が出てしまった．「必要
なものしか買わないんじゃ，楽しみがないん
じゃない？」そういうと彼女は，そうよねー，
と相づちを打ちながら，ゆかいな話をしてくれ
た．実は，彼女は歌手の五木ひろしのファンで
ある．彼は彼女の住んでいる近くの都市で毎年
定期公演をするそうである．彼女は，そのコン
サートに行くための費用，6000 円だけはちゃ
んととっておくというのである．「楽しみがな
いとやってられないから，それだけは大事にし
ているの」というのが彼女の言い分である．
　さて，本題の話は，そのあとである．結婚し
て 10 数年，彼女は夫の実家に住んでいるので
あるが，２人と共に暮らしていた姑，つまり
彼の母親が亡くなって，それで町内会の一員に
加わることになったそうである．ところが，そ
の彼女に会の役割がまわってきたというのであ
る．それがこともあろうに「会計係」だったと
いうのである．「ねえ，ひどいでしょ，私の一
番苦手なことなのに」と同情を求める彼女で
あったが，しかし聞いてみると，彼女はその役
を見事にやり遂げているのである．どうしたの
か……それは簡単である．彼女は，もちろん，
町内会の領収書の束を自力で計算して報告書を
つくる力はない．しかし，町内会の総会で半月
後に報告をしなければならないことはわかる．
すると彼女は近所の知り合いのおばさんのとこ
ろにいって，これを何とかして，と頼むのであ
る，労働奉仕の代わりにということで．結局，
報告書は全部おばさんにやってもらって，総会
に提出したというのである．
　障害者が，さまざまな生活上のことや仕事な
どでいろいろな力をつけていくことはもちろん
望ましいことである．そのようなチャレンジを
励ますことは重要である．しかし，人の力を借
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りなくとも何でもできるというのなら障害者と
いう必要さえないともいえる．何らかの社会的
援助を特別に必要とするから障害者といわれる
のである．その障害者が社会で生きていく上で
は，確かに，定藤丈弘氏のいうように「他者の
支援を獲得する力」が重要な意味をもってくる
といえるであろう．
　このように，「依存的自立」という自立のと
らえ方をしてみると，自立援助に新しい課題が
見えてくるといえるのではないだろうか．

（ 2）�新しい自立概念の検討　その 2─全人格

的自立

　障害者基本法第 6条の「自立への努力」にお
いて，障害者に求められているものは，「進ん
で社会経済活動に参加するよう努め」ることで
あった．ここでいう社会経済活動は，広くとら
えると生活全般にわたるとも考えられる．しか
し，じゅうらい，障害者の自立においてもっと
も重視されてきたのは経済的自立である．むし
ろ，一般企業に就労できた障害者に対して，あ
の人は自立できた，というように，自立をほと
んどもっぱら経済的自立としてみる見方さえ
あったといえる．
　しかし，今日の「自立の時代」にあって，自
立を経済的自立だけでとらえることですまされ
るであろうか．折出健二氏は，わが国において
明治期のはじめにすでに古典的な自立思想が生
まれていた，として福沢諭吉の「独立」という
概念を紹介している．
　「『一身独立して一国独立する』と説く福沢
は，『独立』を 3つの意味でとらえていた．す
なわち『自分にて自分の身を支配し，他に依り
すがる心なき』という精神的『独立』，つぎに
『自ら物事の理非を弁別して処置を誤ることな
き』側面としての認識的自立，そして『自ら心
身を労して私立の活計をなす』という経済的自

立である」⑴．
　折出氏によると，「一身独立」においてまず
人格的な自立を重視しているなど，現代におけ
る自立の検討にも参考になるこの福沢の自立思
想があったにも関わらず，天皇制をバックにし
た政府によって「上から」の教化によって国民
の自立を進める政策がとられたという．先に見
た「立身出世」の自立観である．
　このように，自立を単に経済的自立だけでな
く，より総合的にとらえる見方は古くからあっ
たし，自立が問題にされる分野によっては，た
とえば青年の自立などにおいては，かつてより
経済的自立が必ずしも中心的課題ではなかった
といえる．
　近年の自立に関する著作から，そこで展開さ
れている自立概念に関する論調をいくつか紹介
しておこう．
　ひとつは女性の自立の領域における提起であ
る．
　星野澄子氏は女性の自立問題が多くの場合，
経済的自立を中心に語られることを批判的にと
らえる立場から次のような紹介をしている．
　「女性問題の専門家や評論家たちの分類にし
たがうと，自立には精神的自立，経済的自立，
生活技術的自立の 3つの自立があるとされる．
さらにそれを男女それぞれの場合に当てはめて
考えてみると，性別役割分業がゆきわたってい
る社会的背景のもとで，男は経済的自立は達成
しているが，日常生活を送るうえでの具体的な
生活技術には欠ける面が多く，身辺の自立がで
きているとは言い難い．他方，女性は，健康で
文化的な日常生活をひととおり送っていくため
の，衣食住を通しての生活技術は身につけてい
るものの，経済的基盤をもたない人びとも多
く，経済的自立に欠けている．3つの自立のう
ち，もっとも大切なのは精神的自立であるが，
それについては，男女とも達成できているとは
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言えない状態である．これらを多少戯画化し
て，『 3つの自立についての男女の星取り表は
一勝一敗一引き分け』と評する人もいる」⑹．
　星野氏はこのように，自立を少なくとも経済
的自立，生活技術的自立，精神的自立の全体を
問題にすべきだとして，さらに次のように述べ
る．
　「自立とは，じつのところ，相手の感情の質
をくぐり，その置かれている立場を理解し，対
等な個人同士として相互にかかわっていく『他
人とかかわる力』と表裏一体の関係にあるもの
ではなかろうか．自立していない人は他人とか
かわることはできない．他人とかかわりあい良
い関係をつくっていける人こそ，ほんとうに自
立している人であると言えよう．その意味で
『じりつ』とは，自分を律するという『自律』
であると考える方が適切であるように思われ
る」⑹．
　次に，児童養護の分野のものである．
　「就労の最大の目標は経済的自立と考えるの
が一般的である．彼らの場合も，就労の自立は
『就労してその収入によって，自分の生活を支
えていけること』という，経済的自立を意味す
る．しかしそれだけでなく，単身生活者となっ
た彼らには，さらに『最低限の日常生活を営む
ことができること』という日常の生活の自立が
就労生活を支えていく生活の基盤として求めら
れる．同時に『主体性をもち，社会人として当
たりまえの行動ができること』という精神的自
立が，生活全体の推進的まとめ役として必要に
なってくる」⑺．
　この分野でも「義務としての自立」の波は強
く，養護施設に長期に入所することはそれだけ
税金を多く使うことになるとして，高校進学率
が 9割を超える今日においてもかなりの養護児
童が義務教育終了と同時に就労を強いられてい
る．編者は次のようにいっている．「本書が

『強いられた“自立”』となったのも，彼らに対
する社会的対応が以前と比べて少しずつ充実し
てきているとはいっても，実態はいまだ施設児
童の約半分のものが中卒の学歴で働かざるを得
ないという事実に端的に現れている彼らの過酷
な現状を反映しているからに他ならないのであ
る」⑺．
　これは，実際の施設実践に当たっている専門
家が経験を通じて述べていることである．ここ
で紹介した部分は自立を経済的自立だけでとら
え，「義務としての自立」を強いても場合に
よっては社会的自立を妨げることになることを
示唆したものである．
　ごく限られた紹介であったが，上に見ただけ
でも日常生活上の自立，精神的自立を含めてと
らえるべきであるという見方の必要性が示唆さ
れる．折出氏は 1980 年代前半までの自立に関
する著書を取り上げ，そこでの自立論の特徴と
して，一つには人間の一生の節ごとにふさわし
い自立とは何かということが問題になっている
こと，二つには養護を含む広い意味での教育に
おける人間の自立が問題になっていることを述
べ，三つめの特徴として「たんに，身のまわり
のことを自分で処理するという身辺的自立では
なく，ひととの交わり，依存，愛着，そして相
互要求をくぐりつつ自立するという精神的自立
に大きな関心が向けられていること．言いかえ
れば，人間同士の交流のなかで，自分を見つめ
るもう一人の“自分”をたしかにつくりあげて
いくという道すじが自立ととらえられている．
その意味で，人格的自立が今日の自立論の核心
となっているとみてよいだろう」⑴と述べてい
る．つまり，今日における自立は，分野・領域
によって強調点の比重のおき方にちがいはあっ
ても，まるごとの人格的自立を総合的に問題に
すべきであると見られつつあるといってよいで
あろう．
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　それでは，障害者の分野においてはどうであ
ろうか．
　経済的自立中心に考えられてきた障害者の自
立について，経済的自立はもとより身辺生活の
自立をもこえてひとつのアンチテーゼを提起し
たのが，先にふれたアメリカの IL 運動とその
影響を受けてわが国で展開されている論であ
る．そこでは，「自由な責任主体として自らの
生活を計画し，管理していくことを自立生活と
規定」し，「生活における自己決定権，すなわ
ち，他者から拘束されず，自らの生活のあり方
を自ら決定していく権利を尊重し，自己決定権
を行使することを自立ないし自立の要件と捉え
ている」とされ，「自己決定権と表裏の関係に
ある自己選択権の行使を，自立とみなしてい
る」という⑸．なお，自立生活（IL）運動が掲
げたこのような自立概念を反映して，全米障害
者評議会では自立の定義を「意志決定ならびに
日常生活の諸活動の遂行において，他者への依
存を最小限にとどめる受容可能な選択に基づく
自己コントロール活動」としているとのことで
ある⑻．これだけではわかりにくいが，やや乱
暴ないい方かもしれないがわかりやすくいうと
「米国における自立とは『したいこと・したく
ないこと』，『できること・できないこと』を
『自分の意志』で決定し，『自分の責任』でやる
こと」ということになる⑼．
　この自立生活運動の提起する自立概念につい
て大泉氏は，①身体的自立や経済的自立という
従来の枠を越えて，「自立の意志をもつ」すべ
ての障害者を包含しうるものであり，②その自
立のためには社会環境や社会福祉サービスを体
系的に整備することが必要不可欠であることを
前提としており，③しかも，そうした援助計画
やサービス方法の策定・実施を専門家だけに委
ねるのではなく，そこに参加することを重視し
ている，という点が評価しうるとしている．し

かし同時に，①自立の意志を明示しえない，自
己決定，自己選択の能力をもっていない最重度
の障害者はこれらの機会を享受する対象から除
外されること，②こうした自立論提唱者の中に
は，依存からの脱却を強調するあまり，ときと
して「家族からの別居こそ自立だ」「自立を邪
魔するのが親や家族だ」などあまりに個人主義
的で「共苦の連帯」があまり感じられない，と
批判的側面を指摘し，したがって障害者全体に
ついての普遍的な自立概念とはいいがたいとい
う（なお，前出定藤氏らは基本的に IL 運動の自
立概念に賛同する立場に立ちつつ，大泉氏とほ
ぼ同様の点を不十分な点としてあげている⑸）．
　そして，大泉氏は障害者の自立を人間の発達
過程に位置づけてとらえることが大切であると
して，自立の段階を次のように試論的に提起し
ている．
1．日常生活における身辺処理動作の自立性
2．�人間関係や集団生活における心理的・精神
的自立性

3．職業生活における労働者としての自立性
4．�家庭生活における生活者としての自立性
（含経済的自立性）
5．社会生活や社会参加活動における自立性
　なお，これらの自立性には，①自らの意志と
力でやるということ，②自らの力の限界を知り
必要な支援・援助を求めるということ，③そう
した問題の解決や課題の達成にとりくむにあ
たって必要な基盤を明らかにするということ，
の 3つの要素が含まれていることに留意したい
という．
　ここではこれらの自立概念の当否には立ち入
らないが，障害者の分野においても経済的自立
中心の自立観から，新しい全人格的な自立観が
めざされているのである．
　谷口明広・武田康晴氏は自立を細分化する
と，「身の回りの事柄を自分自身が独力で行な
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うこと」＝身辺自立，「自己決定と自己選択が
自分自身で行なえるようになり，それによる結
果に責任がとれるようになること」＝精神的自
立，「仕事に就き，自らの手で生活費を稼ぎ出
していくこと．また障害により就労することが
できなくとも，年金や生活保護費を自主管理で
きるようになること」＝経済的自立，「自分に
あった生活形態を決定し，生活の場を確保し，
実践できるようになること．また，設備や内装
に不便で使用不可能な点があれば改造し，自由
に使用できる住環境を創り出していくこと」＝
住環境自立，「社会に存在する秩序や道徳を身
につけ，自分を取り巻く人々や社会から，社会
に貢献でき得る人として受け入れられるように
なり，自らもそれが確認できるようになるこ
と」＝社会的自立の 5つに整理することができ
るとしている⑽．
　最後に，実践現場からの問題提起をひとつ紹
介しよう．「これを自立と呼んではいけないの
か」という問いかけである．次のようなもので
ある．
　滋賀県長浜市にある通所授産施設ひかり園作
業所に通所する知的発達障害をもつ君子さん
は，幼くして両親と死別し，彼女が 46 歳のと
きに，彼女のめんどうを見てくれていた兄の急
死にあった．生活の基盤を危うくする兄の急死
を前にして福祉事務所や遠方に住むもう一人の
兄が考えたのは，彼の居住地の近くにある入所
施設への措置変更であった．しかし，関係者の
話し合いの場で彼女自身が「私は，大切な仲間
や仕事があるし，ホームで生活しながらずっと
ひかり園で働きたい」といい，そのことばに関
係者も動かされて，当時設置準備中であった，
滋賀県の補助金事業として実施されていた「生
活ホーム」に入所することになったのである．
こうして，君子さんは，昼はひかり園作業所に
通い，夜は三ツ矢障害者自立ホームで生活して

現在に至っている．
　君子さんについて実践報告した高橋信二氏
は，作業所でも中心的役割を果たして働き，生
活ホームでのキーパーの手助けをして他の仲間
のめんどうも見ている君子さんの事例について
次のように問いかけている．
　「この君子さんの姿は，私たちに『自立』と
は何かをあらためて考えさせてくれるように思
います．たしかに彼女の作業所での給料は月
15000 円にも満たないものです．生活もキー
パーの援助に支えられています．しかし，だれ
にも依存しないで生活している人などいないと
もいえます．このような彼女の生きる姿を『自
立』といってはいけないのでしょうか」⑾．
　ここで見ておきたいのは，「義務としての自
立」の立場から見るとこの君子さんの生き方は
とうてい自立とはいえないということである．
なぜなら，彼女の生活しているホームには自治
体からの補助金が出されており，働く場である
作業所には措置費が使われている．そしてま
た，彼女のホームヘの拠出金は給料だけでは足
りないので年金によってまかなわれている．彼
女の生活はいろいろな面で税金に頼っているの
である．
　しかし，見方を変えてみると，経済的にも日
常生活的にも精神的にも家族に頼らないで生活
しているということは自立を考える上で重要な
意味をもつとも考えられる．河野氏は障害者の
自立は家族問題をぬきに考えられないとして次
のように述べている．
　「障害者における自立の場合，その障害の種
別や程度によって，その内容もいくらか異なっ
てくる．しかし，現代日本においてそれは，さ
しあたりつぎの，相互に異なりつつしかも深く
かかわったふたつの『自立』を求めるものとし
て現れざるをえない．第 1は，『強いられた，
私的な家族への依存的状態，庇護・従属的地
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位，要するに半独立的存在からの自立』であ
る．第 2 は，これまでの『政府の障害者政策
の，家族的扶助への依存からの自立』であ
る．……この 2つは切り離せない関係にある．
政府の貧困放置，家族的負担の押しつけ政策が
前者の状態を生み出した張本人だからである．
『強いられてきた』のが障害者だけでなく，家
族も同様であることは，明らかである」⑿．
　少なくとも，障害者の自立を考えるときに
「家族からの独立・自立」が今日の日本の中で
たいへん大きな意味をもつことは大方の同意が
得られるであろう．それは単に経済的な問題に
帰せられるものではなく，日常生活の援助の問
題，そしてさらに精神的自立とも深く関わった
総合的問題である．君子さんのケースを自立し
ていると見るかどうかはともかく，自立をこの
ように全体としてとらえる視点は重要であろ
う．事実，君子さんの援助に当たっている関係
者の間で認識されている君子さんの自立の課題
は，公的制度を活用していることに関する問題
ではなく，世話好きで，うらがえすとおせっか
いやきで，ときどき，共に生活している仲間な
どとトラブルを起こすことについての問題，つ
まり精神的自立に関する問題であるということ
である．

（ 3）�新しい自立概念の検討　その 3─目標概

念としての自立

　自立にはゴールがあるのだろうか．つまり，
これをもって自立したという到達点は規定でき
るのであろうか．先に見たいくつかの提起の中
にはそのような規定ができそうなものも見受け
られる．しかし，精神的自立を含む全人格的自
立を自立というのであれば，完成した人格が現
実にはないのであるから，すべての人間にとっ
て生きている限りそれは自立への過程であると
いうことになりはしないだろうか．そうである

とすれば，自立は到達点を規定できる概念では
なくすべての人が目標とするものであるという
ことになる．
　自立を目標概念であると意識した筆者の知る
もっとも典型的なものは河野勝行氏によるもの
である．
　「自立をもっとも簡潔に定義するならば，独
立した社会的人格として自己の身体・生活・人
生の主人公となりゆくことだといえる」⑿．
　この定義は相当考えぬかれたものであって，
氏の定義の中の「なりゆくこと」という中に自
立が目標概念であり，過程であることがもりこ
まれている．「身体の主人公」という表現を加
えているところに自ら重度の身体障害をもった
河野氏らしさがあらわれているといえるが，そ
れは今日，障害者だけではなく現代に生きる人
間全体に通じる重要な指摘であるといえよう．
　もし，自立を目標概念ととらえ，すべての人
間をその過程にあるととらえることができると
すると，興味深いことにたどり着くことに気づ
く．
　その第 1は，最重度といわれる障害者も含め
て，同一の次元で自立を問題にすることができ
るということである．自立しきった人間は存在
せず，すべての人間が自立へ向けて歩みつづけ
るのであるというのであれば，それはどんな重
い障害をもった人においてもそうである．寒暖
の変化に対して体温を調節することが困難だっ
た障害者が一定の調節が可能になったならば，
文字どおり自分の力で立てなかった人が立てる
ようになったならば，作業所に通所していても
お客さんでしかなかった人が仕事に手を出すよ
うになったならば，それらは自立そのものでは
ないけれども，自立への歩みの一歩をさらに踏
み出したことであるととらえることができる．
　筆者は，最初の勤務先であった重症心身障害
児施設びわこ学園の 25 周年記念の座談会で，
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これからの抱負を語り合ったとき，「ここの園
生にも当てはまるような自立論をつくりたい」
と述べたことがある⒀が，上に述べたような視
点に立てば，私たち自身の自立と同じ軸の上で
重症心身障害児（者）の自立を語りうるともい
える．先に紹介した大泉氏の「自立段階」の提
起は，まさにそうした新しい自立論の創造への
ひとつの試みであるといってよいであろう．
　なお，この点については，先に紹介した定藤
氏らは「『自己決定能力を喪失している』と思
われる重度障害者をも自立障害者として含みう
る自立概念も，自立を助け合いや連帯とのかか
わり，換言すれば自立を社会的発展とのかかわ
りで把握することによって，構築することが可
能になる」として次のように述べている．
　「自立への意志が弱かったり，『喪失してい
る』ようにみえるどのような重度の障害者で
あっても，生の営みを継続し，その障害状況の
なかでの自らの可能性を追求すること自体がそ
の障害者の家族，関係者，各種の専門家に一定
のインパクトを与え，たとえ長い時間的経過を
経ても，そのことがなんらかの社会的発展につ
ながることの可能性があること自体が，かれを
して自立的存在として認めさせうるのである．
さらにこのような自立観は，自立の問題が，個
人の発達や自己実現という個人的次元の問題で
あると同時にすぐれて社会的発展の問題として
位置づけられ，体系化されることの必要性を示
唆しているのである」⑸．
　筆者は，定藤氏らの議論を重度障害者の人間
存在についての価値論としては了解できるが，
これまでの問題にしてきた「自立」が市民社会
が成立してはじめてすべての人間にとって個人
の人格としての独立性が理念的に承認され，わ
が国の障害者にとって，今，やっとそれが現実
的なものとして要求されてきている中での議論
であると考えるならば，多くの人にとってなじ

みにくいと思うがいかがであろうか．ただ，た
とえば「民族（として）の自立」というような
いい方が承認されるとすれば，自立を個人のレ
ベルだけでなく集団的社会的なレベルとあわせ
て問題にすることは可能であり，それ自体とし
ては意義あることであると考えられる．
　自立を目標概念としてとらえるという立場に
立って見ると興味深いと思われるもうひとつ
は，全人格的自立という視点とあわせて見ると
き，それはこれまで私たちが「発達」というこ
とばにイメージしてきたものと接近したもので
あるといえるのではないかということである．
　一般に発達とは「①発育して完全な形態にち
かづくこと．②進歩してよりすぐれた段階に向
かうこと．規模が大きくなること．③（心）個
体が時間経過に伴ってその身体的・精神的機能
を変えてゆく過程．人類の文化遺産の習得に
よって身体的・精神的に変化する過程．成長と
学習との 2要因を含む」（広辞苑第 4版）とい
われるが，これまでに見てきた新しい自立概念
─それは，むしろ本来的な自立概念というべき
であるのかもしれないのであるが─は，それ自
体を過程としてとらえ，ある価値的方向への歩
みであるということであった．それは，ここで
いう発達とかなり近い意味があるといえるので
はなかろうか．
　大泉氏が「自立の発達段階」といういい方を
していることは先に述べたが，河合幸尾氏は，
「自立・自助」と対比させて「自立・発達」と
いういい方をしているし⒁，田中昌人氏は「発
達的自立」といっている⒂．
　あえて，自立概念と発達概念を区別すれば，
発達概念が人間（個人）の能力や人格の内在的
潜在的な力を表現する意味を大きくもっている
のに対し，自立概念は，そのような内在的潜在
的な力を前提しながらも，相対的に現実社会で
具体的に働く力としての発現を強く表現してい
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るといえるかもしれない．そして，私たちが自
立を問題にするとき，この現実社会で具体的に
働く力，つまりさまざまなことが実際にできる
ということを重視することも必要であろう．障
害児の親の立場での正村公宏氏の次の意見は，
やはりしっかり受けとめられる必要があると考
えるのである．
　「自立は（自活への─加藤注）努力の方向で
あって，結果ではないんだといっているので
す．だから日常の小さなことができなかった子
が，できるようになることは，たとえば家族と
一緒に暮らしていく時間を長くするためには，
決定的に重要なんですね．ほんとに何もできな
い子供だったら，やはり親はもうとてもまいっ
てしまいますから．身辺処理が自分でともかく
できるようになる，物を食べたり飲んだりする
ことが自分の力で何とかできるようになる，ス
プーンも持てなかった子が持てるようになる，
トイレヘ行けなかった子が自分で行けるように
なるというのはものすごく重要なんですね．そ
れはまさにノーマライゼーションですけども，
できるだけ普通の人間らしい暮らしを彼らに維
持させるための条件として，そういう主体的能
力を引き出すということです」⒃．
　自立概念を発達概念と重ねて問題にするの
は，あるいは，自立についての拡張解釈である
というべきかもしれない．しかし，それをいう
なら，「発達」概念も今日，次章で述べるよう
に広範な問題意識と結びついてさまざまな意味
を込めて使われてきている．これらのことは，
まもなく 21 世紀に突入する今日の情勢のもと
での人間の生き方，あり方が，多くの人々に
とって重要な関心事となり，その課題を表現す
る上で自立，発達などのことばが使われてきて
いることを示しているのかもしれない．この点
で，折出氏の次の主張は示唆的である．
　「『自立』思想のなかであらためて私たちは自

由の獲得をさぐっているのかもしれない．つま
り，私たちは，自由自立（自己に由りて自分で
立つ）の意味で自立を語りはじめているのでは
ないか．私たちにとってより身近な『自立』の
言葉を使って，かなり気軽に『人間としての
まっとうな生き方』を語り合うようになってき
たのではないか．もしそうだとすれば，いま，
自立思想そのものが人間論や生きがい論の中心
になってきているのだといえる．」
　「立身出世思想と本当にたたかうなかで，私
たちの市民的自立の実現がより身近になるのだ
と思う．それでこそ，私たちは『自立』という
比較的なじみやすい言葉で，主権者としてのお
互いの生き方を自分の力でさぐることができる
にちがいない．自分で練りあげた本当の自立の
哲学を備えるべきである．それを備えた者は，
本当の人間的自由の実現に向けてどんな困難に
も立ち向かう力をもった人間だといえる．私た
ちの手でその哲学をつくりあげていく時代がき
ている」⑴．
　つまり，私たちは，これからの社会の中で求
められる人間像についてあるイメージを抱き，
それを表現するときに「自立」「発達」とい
う，ある意味では既成の概念を使って表現して
いるといえるのかもしれないのである．
　概念の規定は慎重になされるべきである．自
立論の新展開は，一面で自立概念の混乱を招く
ことになるかもしれない．しかし，そうした背
景の中でさまざまな含意をもって豊かに展開さ
れていくことは，自立への努力，自立の支援・
援助などの内容をも豊かなものとし，ひいては
自立概念そのものをもより豊かなものとして確
立していくことに寄与することになるというべ
きなのかもしれない．
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樹は同書刊行にあたって（はじめに），「『自
立』は古くて新しい，そして近年ホットな関心
を寄せられている問題である．『発達』もまた
21 世紀におけるキーワードのひとつとして注
目されている概念である」とし，「『発達保障』
は，障害者問題の分野において提起され，他の
分野にも一定の影響をもつに至っている概念」
であり，「今日求められている自立援助・自立
保障のとりくみが『発達保障』と接近しつつあ
るのではないかという仮説に立って問題提起」
するものであると同書を位置付けている．その
上で「本書がめざすものは，あらためて『発達
保障』の思想が提起してきたものの重要性を再
確認し，同時にその理論化へむけての論議を呼
び起こし」，「『発達保障』の概念とそのあり方
についての論争的提起を行おうとしたもの」と
記している．

（受稿　 2018 年 2 月 19 日）
【源流解説】

加藤直樹
「『自立の時代』と自立論の新展開」

黒田　学
（立命館大学産業社会学部）
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本稿の特徴

　さて，本稿はまず，第 1節において，障害者
基本法（ 1993 年）第 1 条（目的）における障
害者の自立と社会参加の促進が明示されたこと
を 1970 年代以降の国連における障害者の権利
保障の歩みに関わらせて，障害者の自立問題が
日本の障害者問題の重要な課題の一つとしてい
る．しかしながら他方で，加藤は，障害者基本
法第 6条（自立への努力）において，「自立へ
の努力」が障害者と家族のもっとも基本的な
“義務”として位置づけられていると指摘して
いる１）．
　次に本稿第 2節では「自立の時代」における
自立についての 2つの立場として，「自立」概
念が障害者領域だけでなく国民全体の自立が問
題にされる「自立の時代」であるとした上で，
「義務としての自立」（他人に頼らないで自分で
処すること）と「権利としての自立」（自立の
ために援助や制度的充実という要求に基づく）
という 2つの立場を対抗的に解説している．加
藤は，「自立」概念がこのようにまったく異な
る 2つの立場にもとづいて展開されていること
を先行研究に基づいて詳述している．なかでも
障害者の労働に関わって，日本国憲法における
労働（勤労）の権利と義務を検討し，障害者が
労働の義務を負うには，働くための条件整備が
欠かせないことを指摘している．さらに障害者
にとって 9年間の義務教育期間の不十分さにも
言及し，「長期の教育，訓練を権利として保障
すべきであるとする意見は一般的な説得性をも
つ」と課題提起を行っている．このような提起
は，その後の特別支援学校高等部における専攻
科の設置拡大，障害者の教育年限延長や高等教
育の保障を求める取り組みを示唆するものであ
る２）．

　第 3節の自立とはなにかをめぐってでは，先
の「権利としての自立」に関わっての新しい自
立概念として，①依存的自立，②全人格的自
立，③目標概念としての自立をそれぞれ検討し
ている．
　まず，①依存的自立に関しては，「他人に依
存しない生活は自立というより孤立というべ
き」と指摘し，折出健二氏の論考に着目し，自
立に必要なことは，「援助し援助される人との
関係を結ぶ力」であり，「ある場合には『必要
なときに周囲に援助を求める力』が必要不可欠
である」とし，知的障害者のMさん（町内会
での会計係）から具体的に例示している．
　次の②全人格的自立については，まず自立を
経済的自立に矮小化する傾向を問題視すること
からその検討が進められている．女性の自立，
児童養護の分野にも言及した上で，「今日にお
ける自立は，（中略）まるごとの人格的自立を
総合的に問題にすべきである」と指摘し，米国
の IL 運動や大泉溥氏，河野勝行氏，高橋信二
氏らの論考に着目し，障害者の自立は「単に経
済的な問題に帰せられるものではなく，日常生
活の援助の問題，そしてさらに精神的自立とも
深く関わった総合的な問題」として定義づけて
いる．
　③目標概念としての自立は，「自立にはゴー
ルがあるのだろうか」という本質的な問いを前
提にして，「精神的自立を含む全人格的自立を
自立というのであれば，完成した人格が現実に
はない」のであり，「自立への過程」として，
「自立は到達点を規定できる概念ではなくすべ
ての人が目標とするものである」と明示してい
る．ここでもまた河野勝行氏の論考を踏まえな
がら，「最重度といわれる障害者を含めて，同
一の次元で自立を問題にすることができ」，「自
立しきった人間は存在せず，すべての人間が自
立へ向けて歩みづづける」のであれば，「どん
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な重い障害をもった人においてもそうである」
と目標概念としての自立を位置づけている．さ
らに，目標概念としての自立を「発達」の文脈
からも検討している．加藤は，「自立概念と発
達概念を区別すれば，発達概念が人間（個人）
の能力や人格の内在的潜在的な力を表現する意
味」を大きくもつのに対して，「自立概念は，
そのような内在的潜在的な力を前提にしながら
も，相対的に現実社会で具体的に働く力として
の発現を強く表現しているかもしれない」と捉
えている．また，加藤は，「自立論の新展開
は，一面で自立概念の混乱を招くことになるか
もしれない」と自重しながらも，これらの新し
い自立概念をめぐる検討が，「自立概念そのも
のをもより豊かなものとして確立していくこと
に寄与することになる」と展望し，論を締めく
くっている．

研究の系譜

　加藤の研究は，障害者をめぐる実態に依拠し
実践的検討を基礎にして，障害者の権利保障お
よび発達保障の理論化を試みるという姿勢が貫
かれていた．初期の研究では，高谷清氏との 2
つの共編著である『変革の医療』（ 1971 年），
『障害者医療の思想』（ 1975 年）において，特
に重度障害者の権利について医療保障と関わら
せて検討している．そこでは，「すべての障害
者が全面発達を実現していくための医療の主人
公として」，「障害者の医療の権利をとりかえし
ていく」こと，「すべての人びとが健康に生
き，学び，働ける社会につくりかえていく運
動」を提起し（ 1971 年），「障害者の権利の運
動の中での，医療の問題を中心として考え」，
「障害者の医療をどのように考え，発展させた
らよいのかを，発達の問題とあわせて考える」
（ 1975 年）ことを試みている．また，高谷清

氏，藤本文朗氏らとの共編著『人間とその障
害』（ 1981 年）では，国際障害者年の始まりに
際して，障害者の権利保障を障害概念や発達の
視点から検討し，「障害児・障害者は最終的に
社会的に規定され」，「障害者問題へのとりくみ
は社会進歩をめざすとりくみである」と位置づ
けている．さらに，「人間的な能力，人格は集
団的社会的に形成されてきたものである」と捉
えることの意義を提起し，発達と教育との連関
を具体的に述べている．これらの研究では，
「自立」という概念には触れられていないが，
『障害者の自立と発達保障』の萌芽となってい
ることが窺えよう．
　また，二宮厚美氏，河野勝行氏との共著『人
づくりの労働論』（ 1985 年）においては，「成
人期障害者の発達論の創造に向けて」（第 1
部）と題し，障害者の基本的権利の保障に関し
て，「障害者の内面世界を充実させることへの
洞察が不可欠」であり，「人格とはなにか，人
格を培うとはどういうことか，の検討が求めら
れる」として，学校教育のあり方を問い，権利
保障を国民的な運動課題とすることを提起して
いる．青年・成人期の発達を，自己認識，未来
に対する見通し，目的意識性，集団連帯性など
を軸に，人格発達論として展開している．ここ
においても「自立」概念の検討はなされていな
いが，障害者の基本的権利の保障を人格論や発
達論から具体的に検討しており，その後の自立
研究の基礎をなしているといえよう．そして，
加藤の単著『少年期の壁をこえる』（ 1987 年）
においては，9，10 歳頃の発達，発達の節目を
軸にしながら，「自立への課題」を言及してい
る．自立を「人格発達上の課題」として把握
し，「他律から自律へ」，「自己運動」としての
発達，「子どもを生活の主人公」といった視点
から具体的に検討しており，自立研究への展
開，『障害者の自立と発達保障』の基礎となっ
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ている．
　このように，加藤の「『自立の時代』と自立
論の新展開」，その著作に向けたプロセスを概
観したが，加藤は障害者の権利保障，自立の課
題を社会的課題として一貫して認識し，具体的
実践的に検討し続けてきたといえよう．

本稿以後の研究

　本稿は，1997年に刊行されたものであるが，
その後の加藤の研究をいくつか紹介すれば，
「発達の 3つの系と集団」（『発達保障論入門冊
子』2002 年，所収），「集団と発達（ 1）（ 2）
（ 3）」（『障害者問題研究』35-2,�3,�4，2007 年
～ 2008 年）がある．ここではそれらについて
の解説は別稿に譲ることにするが，自立論の新
展開から社会的人間発達の研究へと論を発展さ
せた．集団や社会に依存することによって成立
しうる自立の課題，「精神的自立を含む全人格
的自立」という課題を，社会福祉・社会保障制
度といった社会体制の次元だけでなく，仲間や
家族，様々な集団における人間的な連帯や諸活
動といった次元から，常に実践的に検討し続
け，また実践的に検討することの意義を問い続
けてきた．個人の発達と自立を集団の系や社会
体制の系との統一的な視点から考察し，理論化
を試みてきたのである．加藤が逝去する直前
（ 2014 年 11 月），人間発達研究所運営委員会に
おいて，加藤は口頭の研究報告をおこなった．
現代社会の排他的な状況，人間の尊厳を傷つけ
る集団や社会のありように言及しつつ，集団の
発達，社会的人間発達に関する研究とその課題
を報告した．それは，人間発達に関わる研究課
題，発達保障に関する研究の発展を切に願って
のことであった．本稿だけでなく，加藤の研究
の足跡を振り返り，基礎としながら，これから
の自立研究，発達保障研究を集団的英知として

築き上げていくことが，後進の課題であろう．
　最後に，ある学生が自立に関して授業で述べ
たことを紹介しておきたい．「障害者に比べて
健常者の方が社会に依存しているし，健常者に
とっては依存できる選択肢がたくさんあること
に気づきました」3 ）と．つまり，障害者は社
会に一方的に依存した「社会のお荷物」である
といった偏見に晒されがちだが，その内実を見
れば，外出するにも仕事に就くにも，限られた
社会資源を選択しているに過ぎない（あるいは
選択のしようがない社会的条件に置かれてい
る）のである．したがって，健常者は「豊富
な」社会資源から必要に応じて選択し，自由を
行使し社会に参加しているが，障害者は「限定
的な」社会資源に依存せざるを得ず，社会的
「孤立」に陥りやすい状態に置かれているとい
うのである．20 年前の加藤の自立に関する問
題提起は，今日においても意味をなしており，
「自立」概念の検討とその展開が必要とされて
いる．その検討の基軸となるキーワードは，社
会的包摂，社会的結束，文化的多様性の 3つだ
と仮説を立てているが，今後その論の展開を試
みることで加藤のバトンを引き継ぐことになれ
ばと考えている．
� （くろだ　まなぶ）

【注】
1 ）障害者基本法の第 6条（自立への努力）は，
障害当事者と関係者の運動を反映して，2004
年の同法改正により削除された．しかしなが
ら，その後の障害者自立支援法（ 2005 年）で
は，「従来以上に障害者の自助努力と自己負担
を強調し，親の不安を強めた」（佐藤久夫「障
害者基本法の 2009 年改正の課題」『ノーマラ
イゼーション　障害者の福祉』2009 年 2 月
号）のである．

2）文科省「特別支援学校専攻科に関する実態調
査」（ 2012 年度）では，特別支援学校専攻科
の設置数は 102 校（視覚 40 校，聴覚 54 校，
知的 8校）である．また 2004 年には，全国専
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攻科（特別ニーズ教育）研究会が組織された．
なお，坂井清泰「移行期教育と教育年限の延
長」（黒田学編『アジア・日本のインクルーシ
ブ教育と福祉の課題』クリエイツかもがわ，
2017 年，所収）を参照されたい．

3）2017 年度の拙者担当のある授業（立命館大学
産業社会学部）において述べられた意見をも
とに編集して掲載している．
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